
≪共通部≫ 

 
 
 
 
 
 

NACCS が e-CO 毎に払い出す 16 桁の番号 

【証明番号】※ 

(日タイ EPA の場合)“JP-THEPA” 

【輸出者の氏名又は名称】※ 

【輸入者の氏名又は名称】※ 

輸出者 ID は空欄 

輸入者 ID は空欄 

【輸出者の住所】※ 

【輸入者の住所】※ 

UNUSED:受信済み（未使用、CANCELED:キャンセル済（DB 削除前）、 

ALL USED:全量使用済み（DB 削除前）、PARTUSED:一部使用済み、 

INCOMPLT:不完全データ（分割電文で全量受信できていないもの） 

NPI:第三国仕入書 

NOR:上記以外 

【輸送手段の詳細（判明している場合）】 

(日タイ EPA の場合) 

１品目目の仕入書番号 

輸入申告事項登録（IDA）業務において、

輸入承認証等欄に eC/O キー及び C/O 番号

又は N-C/O 番号を入力します。 

「※」マークの付いたデータ項目が脱落している場合、NACCS で e-COは受信されません。 

仕入書が第三国で発行された場合、

発行者名及び住所が入力されます。 

※ ※ 



 
 
 
 

仕入書が第三国で発行された場合、

発行者名及び住所が入力されます。 

e-CO が再発給された場合、 

当初の e-CO の証明番号及び日付が

入力されます。 

【輸出者の申告の日付・場所コード】※ 【発給機関の証明の日付・場所コード】※ 

「輸出者申告場所名」及び「署名

者氏名」は空欄であっても差し支

えありません。 

「証明場所名」は空欄であっても

差し支えありません。 



≪欄部≫ 

 

【HS番号】※ 

【特恵の基準】※ 
WO：完全生産品 

PE：原産材料のみから生産される産品 

PS：品目別規則を満たす産品 

【数量・単位】 

「数量」と「重量（グロス）」

はいずれか一方が空欄であっ

ても差し支えありません。 

【包装の個数及び種類】 

【品名】※ 

【記号及び番号】※ 

（日タイ EPA の場合） 

ACU：累積 

DMI：僅少の非原産材料 

※ 

品名に加えて、以下に該当する場合には追加で記載される必要のある項目がありますの

でご留意ください。 

 

・第 1604.14 号の産品については、ＩＯＴＣ登録船舶ル ールにより、品目別規則を満た

す場合、材料名、ＩＯＴＣに登録された船名、登録番号、登録国名等が記載される必

要があります。 

 

・第７類、第 16 類、第 18 類～第 20 類の産品についてはアセアン第三国の材料名、国名

等が記載される必要があります。 

 

・第 61 類、第 62 類の産品については、 他方の締約国又はアセアン第三国の材料名、加

工内容、国名等が記載される必要があります。 

 

・熱帯果実ワイン(2206.00-229 の一部)及び｢メコンウィスキー｣(2208.90-129 の一部)に

ついては、下記①及び②が記載される必要があります。 

①下記の品名 

(熱帯果実ワインの場合）fermented beverages prepared from XX(原料の果実名) 

(｢メコンウィスキー｣の場合）Thai local spirits obtained by fermented mixtures 

of rice and molasses and/or refined sugar, and coloured with caramel 

②タイ政府が発給する製品証明書のＩＤ番号 



 

【仕入書の番号】※ 

申告内取（OAC 業務による内取登録を行わない場合） 

全量内取（１欄の全量を内取する場合） 

重量内取 

数量内取 

R：仮登録済み 

C：仮登録取消済み 

Y：税関確認済み 

T：税関確認後訂正 

X：税関確認後取消済み 

Z：税関確認後仮登録済み 

V：税関確認後取消済み（税関確認済み） 

【仕入書の日付】 


